
（単位：百万円）

#

（単位：百万円）

（単位：百万円）

実質公債費比率（単年度ごと） 4.62% 7.67% 6.29%

標準財政規模 283,771 279,070 276,921

元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 ▲ 66,443 ▲ 66,067 ▲ 64,980

分　　　母　　　計

分母

217,328 213,003

ホ 一時借入金利子

元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 ▲ 66,443 ▲ 66,067 ▲ 64,980

8,699

2,297ロ 公営企業債の償還財源充当額

370

ニ 債務負担行為支出額のうち準公債費 929 834 826

ハ 組合等への地方債償還財源充当額　 457 402

7,132イ 満期一括償還地方債元金償還金相当額

0

276,921

分母 276,921

2,559 2,545

Ｈ２９ Ｈ３０

地方債の元利償還金 65,412

7,920

66,113

準元利償還金 11,077 11,701 12,192

分子 一般会計等の実質赤字額

標準財政規模（※）分母

項　　　目 Ｈ２８

211,941

 公営企業の資金不足額 0

分子

島根県における健全化判断比率等について

13,325

分子

分　　　子　　　計 10,046 16,333

0

 標準財政規模

 公営事業会計の実質赤字額

0 一般会計等の実質赤字額

70,699

（指標の説明）
県の全会計を対象とした実質赤字額（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率です。
すべての会計の赤字や黒字を合算し、県全体としての財政運営の深刻度を示すものです。
本県は、全会計とも実質赤字（又は資金不足）はありませんので、連結実質赤字比率は該当ありません。

※標準財政規模＝標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模

（指標の説明）
一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。
一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。
本県の一般会計等は実質赤字はありませんので、実質赤字比率は該当ありません。

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率

（指標の説明）

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。
借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すものです。
本県の算定数値は６．１％であり、早期健全化基準を下回っています。また、地方債許可制移行基準
１８％も下回っています。

＝

早期健全化基準＝２５％ 財政再生基準＝３５％ 【参考】 地方債許可制移行基準＝１８％

③実質公債費比率（３ヵ年平均）

早期健全化基準＝３．７５％
財政再生基準＝５％

早期健全化基準＝８．７５％
財政再生基準＝１５％

－％（H29:－％） 注）実質赤字・資金不足なし

算定内訳

算定方法

－％（H29:－％） 注）実質赤字なし

算定内訳

算定内訳

算定方法

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

連結（一般会計等＋公営事業会計＋公営企業会計）実質赤字額

標準財政規模

（地方債の元利償還金 ＋ 準元利償還金） － （特定財源 ＋ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

６．１％（対前年度▲0.1ﾎﾟｲﾝﾄ H29:6.2％）

算定方法

《参考》 H18：18.1%、H19：17.8%、H20：17.9%、H21：17.3%、H22：17.0%、H23：16.0%、H24：14.6%、H25：13.2%、H26:12.6%、H27:10.5%、H28:7.6%、H29：6.2%
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（単位：百万円）

 地方債の償還に充当可能な基金

 地方債の償還に充当可能な特定の歳入

 地方債の償還に係る基準財政需要額算入見込額

　

179.2%

211,941

分母 ▲ 64,980

276,921標準財政規模

元利償還金等に係る基準財政需要額算入額

分　　　母　　　計

▲ 661,684

0

分　　　子　　　計 379,849

17,602

0 連結実質赤字額分子

 退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額

 公営企業会計の地方債残高に係る一般会計等負担等見込額

▲ 75,409

969,896

1,921

 設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額

将
来
負
担
額

小　　計 1,126,242

 組合等の地方債残高に係る一般会計等負担見込額

▲ 9,300

5,386

22,272

 組合等の連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額

構成比

86.1%

0.5%

2.0%

0.2%

9.7%109,165

項　　　目 算定額

 債務負担行為に基づく支出予定額

 一般会計等の地方債現在高

1.5%

0.0%

0.0%

100.0%

将　来　負　担　比　率

（指標の説明）
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。
一般会計等の地方債残高や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来

財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。
本県の算定数値は１７９．２％であり、早期健全化基準を下回っています。
算定の分子にあたる将来負担額が地方債現在高の減により減少する一方で、分母にあたる標準財政規模が地

方交付税の減により減少したため、対前年度比で増となっています。

④将来負担比率

早期健全化基準＝４００％

（指標の説明）
公営企業ごとの「資金の不足額」の「事業の規模」に対する比率です。
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を

示すものです。
本県は、いずれの会計も資金不足はありませんので、資金不足比率は該当ありません。

⑤資金不足比率 経営健全化基準＝２０％

将来負担額 － （充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額 ＋ 地方債現在高等に係る 基準財政需要額算入見込額）
標準財政規模 － （元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

算定方法

１７９．２％ （対前年度＋0.4ﾎﾟｲﾝﾄ H29:178.8%）

算定内訳

－％ （H29:－％） 注）いずれの会計も資金不足なし

資金の不足額

事業の規模

算定方法

《参考》 H19：227.9%、H20：225.4%、H21：213.1%、H22：187.0%、H23：183.4%、H24：179.7%、H25：178.2%、H26:177.3%、H27:168.8%、H28:174.4、H29：178.8%

算定内訳

（単位：百万円）

会　　計　　名 資金不足額 事業の規模 資金不足比率

 工業用水道事業会計 0 178 －％

 水道事業会計 0 1,613 －％

 病院事業会計 0 17,312 －％

 電気事業会計 0 1,990 －％

 臨港地域整備特別会計 0 224 －％

 流域下水道特別会計 0 1,973 －％

 宅地造成事業会計 0 2,044 －％

 中海水中貯木場特別会計 0 0 －％
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　地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、その比率に応じて、財政の

早期健全化を図るための計画等を策定する制度を定め、財政の早期健全化を図る。

　平成２０年度決算から、一定の水準を超えた場合に財政健全化計画及び財政再生計画の策定

等を義務づけ。健全化判断比率等の公表は平成１９年度決算から適用。

○地方公共団体は、毎年度、以下の健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に

　報告し、公表（法第３条）

　ア　実質赤字比率

　イ　連結実質赤字比率

　ウ　実質公債費比率

　エ　将来負担比率

○公営企業ごとに資金不足比率を算出し、監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表

　（法第２２条）

　健全化判断比率等が一定の基準を超えた場合は、計画の策定を義務づけ。

（早期健全化段階）

②のア～エの比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は、

　・財政健全化計画を作成し、議会の議決を経て、速やかに公表

　・毎年度、財政健全化の実施状況を議会に報告し、公表

公営企業ごとに算出した資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は、

　・経営健全化計画を作成

　・「早期健全化段階」と同様の仕組みにより健全化を図る。

（財政再生段階）

②のア～ウの比率のいずれかが財政再生基準以上の場合は、

　・財政再生計画を作成し、議会の議決を経て、速やかに公表

　・毎年度、財政健全化の実施状況を議会に報告し、公表

　・財政再生計画を総務大臣に協議し、同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業等

　　を除き、起債を制限

　・収支不足を振り替えるため、総務大臣の許可を受け、再生振替特例債（※）の起債が

　　可能

※再生振替特例債・・・収支不足額を振り替えるための赤字地方債であり、財政

　　　　　　　　　　　再生計画の期間内に償還することが必要

① 概 要

② 健全化判断比率等の公表

③ 財政の早期健全化、財政の再生

法律の概要

【参考】地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率等について
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○公債管理特別会計

○総務事務集中処理特別会計

○証紙特別会計

○市町村振興資金特別会計

○母子父子寡婦福祉資金特別会計

○あさひ社会復帰促進センター特別会計

○農林漁業改善資金特別会計

○中小企業近代化資金特別会計

○県営住宅特別会計

○中小企業制度融資等特別会計

○病院事業会計

○電気事業会計

○工業用水道事業会計

○水道事業会計

○宅地造成事業会計

○中海水中貯木場特別会計

○臨港地域整備特別会計

○流域下水道特別会計

○島根県土地開発公社

○公立大学法人島根県立大学

○(公財)島根県環境管理センター

○(公財)しまね農業振興公社

○(公社)島根県林業公社

○島根県信用保証協会

○島根県農業信用基金協会

○島根県漁業信用基金協会

○(公財)しまね産業振興財団

一部事務組合等
○隠岐広域連合
○境港管理組合

地方公社・第三セクター等

（第三セクター等は損失
補償対象団体のみ）

特別会計 公営事業会計 ○国民健康保険特別会計

公営企業会計

地方自治法
上の区分

健全化法上
の区分

会計名・法人等名

一般会計

一般会計等

○一般会計

実
質
赤
字
比
率

資
金
不
足
比
率

※公営企業
ごとに算定

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

【参考】健全化判断比率等の対象について
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